
 

令和８年度誰もが自然に健康になれる食環境づくり推進事業委託業務に係る企画提案コンペに関する質問及び回答 

№ 質 問 回 答 

１ 契約実績証明書に記載する契約実績について 

当社は、令和 8年 4月に、健康関連事業を担う主体としてホールディングス会社から事

業会社化された法人です。 

本事業の責任者は、現在もホールディングス会社と兼務しており、事業会社化前にホー

ルディングス会社として実施してきた実績を活用して、本業務に提案したいと考えていま

す。 

この場合、「契約実績証明書」に、ホールディングス会社としての契約実績を記載するこ

とは可能でしょうか。 

事業会社化前にホールディングス会社として実施してきた実績について、 

・本業務への提案において、当該実績を活用してご提案いただくことは可能です。 

・ただし、契約保証金の免除要件となる実績は、同一法人における実績に限られますので、

法人の同一性が確認できない場合、契約実績証明書に記載いただくことはできません。 

２ 共同企業体による参加可否について 

本業務について、グループ会社 2社による共同企業体を組成し、共同で企画提案コンペ

に参加することは可能でしょうか。 

可能な場合、追加で提出すべき書類はありますでしょうか。 

本企画提案コンペについては、共同企業体による参加手続きを規定していないため、共同

企業体による参加は不可とします。 

３ 関係者交流会等のイベントには、開催時点でイニシアチブに参画していない企業の参加は

想定されていませんか。 

開催時点で本イニシアチブに参画していない事業者について、マッチングの対象とするこ

とは想定していませんが、参画事業者等の連携促進を図るなどの目的において参加させる

ことを妨げるものではありません。 

４ マッチングは、自治体や大学等との連携は必須でしょうか。企業間のみのマッチングも対

象でしょうか。 

最終的に企業間のみのマッチングとなった場合は対象に含みますが、県内の自治体や大

学等との連携は必ず図っていただきたいと考えています。 

５ マッチングを組成するメンバーは県内関係者に限定されますか。県外の大学・関係団体・

企業との連携についても、マッチング件数として計上可能かご教示ください。 

マッチングの対象としては、基本的に県内関係者を想定していますが、県外の大学や関係

団体等が含まれる連携についても計上可能です。ただし、本イニシアチブ参画事業者は必

ず含んでください。 

６ 本事業における「マッチング」の定義や要件がございましたらご教示ください。 本事業におけるマッチングの要件は、本イニシアチブ参画事業者を含む複数の関係者間に

おいて、連携・協働取組の実施にかかる合意形成がなされ、伴走支援等の実施に至ること

です。 


